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１
　
は
じ
め
に

前
回
の
拙
稿
（「
欧
州
中
央
銀
行
に
お
け
る
『
資
金
偏
在
』
問
題
」
本
誌
六
月
号
）
で
は
、
現
在
の
欧
州
危
機
に
関
連
し
て
、
ユ

ー
ロ
加
盟
中
央
銀
行
の
間
で
債
権
・
債
務
残
高
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
要
約
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
ユ
ー
ロ
加
盟
中
央
銀
行
（
現
在
一
七
ヶ
国
）
は
、「
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
中
央
銀
行
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
、
金
融
政

策
に
関
す
る
意
思
決
定
は
Ｅ
Ｃ
Ｂ
（
欧
州
中
央
銀
行
）
政
策
理
事
会
に
一
元
化
さ
れ
て
い
る
。

②
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
オ
ペ
は
、
各
国
の
中
央
銀
行
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
最
低
金
利
等
の
オ
ペ
の
条
件
は
同
じ
で
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
の
金
融
市
場
、
金
融
機
関
の
状
況
に
よ
り
、
応
札
の
結
果
（
＝
金
融
調
節
の
結
果
）
は
異
な
る
。

③
過
去
二
年
間
の
各
国
中
央
銀
行
の
資
金
供
給
額
を
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
収
束
に
と
も

な
い
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
危
機
三
ヶ
国
（
ギ
リ
シ
ャ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
で
は
大
き
く
増
加
し

て
い
る
。

④
こ
う
し
た
違
い
が
生
ま
れ
る
の
は
、
金
融
危
機
の
時
期
と
内
容
が
国
ご
と
に
異
な
る
か
ら
で
あ
り
、
現
在
の
危
機
三
ヶ
国
に
つ
い

て
言
え
ば
、
金
融
機
関
が
市
場
か
ら
資
金
調
達
で
き
な
く
な
り
、
中
央
銀
行
の
資
金
供
給
に
依
存
す
る
ほ
か
な
く
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
政
策
理
事
会
）
の
側
で
も
、
通
常
は
最
低
金
利
と
供
給
上
限
額
を
設
定
し
て
入
札
形

欧
州
中
央
銀
行
と
Ｅ
Ｌ
Ａ
（
緊
急
流
動
性
支
援
）

伊
豆
　
　
久



式
で
行
う
オ
ペ
を
、
固
定
金
利
・
供
給
額
無
制
限
で
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

⑤
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
共
通
の
適
格
基
準
を
満
た
す
担
保
を
提
供
で
き
な
い
金
融
機
関
に

対
し
て
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
政
策
理
事
会
の
決
定
と
は
別
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
中
央
銀
行
独
自
の
資
金
供
給
（
Ｅ
Ｌ
Ａ：

緊
急
流
動
性
支

援
）
を
、
長
期
に
わ
た
り
実
施
し
て
い
る
。

⑥
そ
の
結
果
、
◯ア
金
融
機
関
の
間
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
の
金
融
機
関
か
ら
の
資
金
流
出
と
ド
イ
ツ
な
ど
の
金
融
機
関
へ
の
資
金
流

入
が
生
じ
、
◯イ
危
機
国
で
は
中
央
銀
行
か
ら
の
資
金
供
給
が
拡
大
し
、
反
対
に
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
資
金
の
だ
ぶ
つ
い
た
金
融
機
関

の
中
央
銀
行
預
金
が
増
大
し
、
◯ウ
ド
イ
ツ
の
中
央
銀
行
で
は
対
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
債
権
が
積
み
上
が
り
、
ギ
リ
シ
ャ
や
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
で
は
対
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
債
務
が
増
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
民
間
金
融
機
関
の
資
金
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
状
況
を
確
認
し
、
次
に
、
Ｅ
Ｌ
Ａ

（E
m

ergency
Liquidity

A
ssistance：

緊
急
流
動
性
支
援
）
の
実
情
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
民
間
銀
行
の
資
金
ポ
ジ
シ
ョ
ン

現
在
の
欧
州
危
機
の
焦
点
は
、
ギ
リ
シ
ャ
等
の
財
政
赤
字
の
拡
大
（
国
債
の
信
用
リ
ス
ク
の
高
ま
り
）
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
で

あ
り
結
果
と
も
な
っ
て
い
る
の
が
、
金
融
機
関
の
経
営
の
悪
化
・
資
金
調
達
力
の
低
下
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
典
型
的
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
①
住
宅
バ
ブ
ル
の
崩
壊
に
よ
る
金
融
機
関
の
経
営
悪
化
が
、
②
公
的
資
金
の
投
入
を
通
じ
て
財
政
赤
字
を
拡
大
さ
せ
、

③
そ
れ
が
国
債
価
格
の
下
落
を
通
じ
て
、
④
国
債
を
保
有
す
る
金
融
機
関
の
経
営
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る
、
と
い
う
悪
循
環
に
陥
っ

て
い
る
。

（31）



そ
の
結
果
、
各
国
金
融
機
関
の
資
金
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。

図
表
１
は
、
所
在
国
別
に
金
融
機
関
の
対
外
（
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
）
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
危
機
三
ヶ
国

は
共
通
し
て
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
期
ま
で
は
、
対
外
債
務
が
対
外
資
産
を
上
回
っ
て
お
り
、
外
国
か
ら
積
極
的
に
資
金
を
調
達

（32）

図表１　各国金融機関の対外ポジション

（注）10億ドル。2004年12月から2011年３月まで（四半期ベース）。所在地ベース。
（出所）BIS, Locational banking statistics, Table 2Aより作成。
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し
な
が
ら
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
拡
大
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と

こ
ろ
が
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
を
画
期
に
、
国
外
か
ら
の
資
金

調
達
に
支
障
を
来
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
図
表
１
の
対
外

債
務
残
高
（
＝
対
外
資
金
調
達
残
高
）
の
急
速
な
減
少
が
示
し

て
い
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。

対
照
的
に
ド
イ
ツ
で
は
、
対
外
資
産
が
対
外
債
務
を
上
回
っ

て
い
る
が
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
、
対
外
資
産
（
＝
対
外

資
金
供
給
残
高
）
が
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。
米
国
の
サ
ブ
プ

ラ
イ
ム
関
連
資
産
の
ほ
か
、
欧
州
各
国
向
け
の
資
金
供
給
が
絞

ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

図
表
２
は
、
ド
イ
ツ
の
金
融
機
関
（
連
結
ベ
ー
ス
（
１
））

の
対
外

債
権
残
高
の
推
移
を
、
二
〇
〇
四
年
末
を
一
〇
〇
と
し
て
、
総

額
・
相
手
国
別
に
見
た
も
の
で
あ
る
。
対
外
債
権
は
、
総
額
で

見
て
も
二
〇
〇
八
年
か
ら
減
少
に
転
じ
て
い
る
が
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
向
け
は
、
そ
の
振
幅
が
よ
り
大
き
い
。
そ
し
て
、
三
ヶ
国

向
け
の
残
高
が
、
二
〇
一
〇
年
に
入
っ
て
か
ら
、
総
額
よ
り
も

大
き
な
幅
で
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ド
イ
ツ
の
金
融

機
関
は
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
向
け
の

（33）

図表２　独銀の対外債権

（注）2004年12月を100とし、指数化。2004年12月から2011年５月まで月次ベース。
（出所）Deutsche Bundesbank, Statistics, Foreign claims of German banksより作成。
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融
資
を
急
速
に
絞
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
度
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
金
融
機
関
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
見
て
み
よ
う
。
図
表
３
は
、

ギ
リ
シ
ャ
の
民
間
金
融
機
関
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
負
債
項
目
の
変
化
（
資
金
調

達
先
の
変
化
）
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
①
二
〇
一
〇
年
に
入
っ
て
、
他
の
金
融
機
関
、

つ
ま
り
市
場
か
ら
の
資
金
調
達
が
困
難
と
な
り
、
②
そ
の
後
、
預
金
の
流
出
が
始
ま
り
、

③
そ
れ
ら
を
中
央
銀
行
か
ら
の
借
入
れ
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

３
　
金
融
機
関
か
ら
の
資
金
流
出
と
中
央
銀
行
の
対
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
債
務

こ
う
し
た
危
機
国
金
融
機
関
の
資
金
調
達
難
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
中
央
銀
行
間
の

債
権
・
債
務
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
確
認
し
て
お
こ

う
。ギ

リ
シ
ャ
の
Ａ
銀
行
が
ド
イ
ツ
の
Ｘ
銀
行
に
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
送
金
し
た
場
合
を
考
え

て
み
よ
う
（
送
金
を
も
た
ら
し
た
要
因
が
顧
客
企
業
の
輸
入
に
と
も
な
う
支
払
い
﹇
マ

ク
ロ
的
に
は
ギ
リ
シ
ャ
の
貿
易
赤
字
﹈
で
あ
っ
て
も
、
Ｘ
銀
行
か
ら
の
借
入
れ
の
返
済

﹇
マ
ク
ロ
的
に
は
資
本
流
出
﹈
で
も
同
じ
で
あ
る
）。
現
在
、
Ｅ
Ｕ
内
の
金
融
機
関
の
資

金
決
済
の
多
く
は
、
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｇ
Ｅ
Ｔ
２
と
呼
ば
れ
る
決
済
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
行
わ
れ

て
い
る
。
Ａ
銀
行
か
ら
Ｘ
銀
行
へ
の
送
金
は
、
Ａ
銀
行
が
ギ
リ
シ
ャ
中
央
銀
行
に
も
つ

（34）

図表３　ギリシャ民間金融部門のバランスシート（負債：100万ユーロ）

（出所）Bank of Greece, Statistics, Aggregated Balance Sheet of Monetary Financial Institutions
excluding Bank of Greeceより作成。

2007年
６月

2007年
12月

2008年
６月

2008年
12月

2009年
６月

2009年
12月

2010年
６月

2010年
12月

2011年
６月

預金等 232,498 248,706 267,121 280,388 281,420 279,544 294,932 280,243 249,443 
他の金融機関から
の借入れ

53,691 68,035 77,933 76,951 86,976 90,465 75,200 65,302 64,330 

その他債務 29,037 29,077 30,855 36,224 32,362 31,843 39,393 26,826 38,605 
ギリシャ中央銀行
からの借入れ

4,261 8,795 11,605 40,594 54,004 49,723 94,261 97,794 103,108 

資本・準備金 26,219 28,859 29,756 28,048 34,634 39,257 39,873 43,965 46,781 
うち引当金 5,714 5,974 6,450 6,379 7,595 8,019 12,579 14,326 17,260 
合　計 345,705 383,471 417,269 462,205 489,395 490,831 543,659 514,130 502,267



口
座
か
ら
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
が
引
き
落
と
さ
れ
、
Ｘ
銀
行
の
ド
イ
ツ
中
銀
預
金
に
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
入
金
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
。
そ
し
て
ギ
リ
シ
ャ
中
央
銀
行
と
ド
イ
ツ
中
央
銀
行
の
間
の
債
権
・
債
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
債
権
・
債
務
と
し
て
残
る
こ

と
に
な
る
（
図
表
４
）。

も
し
、
Ａ
銀
行
が
、
送
金
（
資
金
の
流
出
）
が
続
く
一
方
で
、
他
か
ら
資
金
調
達
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
Ａ
銀
行
は
破
綻
し
て

し
ま
う
。

そ
こ
で
図
表
５
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ

の
中
央
銀
行
が
Ａ
銀
行
に
対
し
て
資
金
を

供
給
す
れ
ば
、
Ａ
銀
行
は
破
綻
を
免
れ
る

が
、
同
時
に
ギ
リ
シ
ャ
中
銀
の
対
Ｅ
Ｃ
Ｂ

債
務
、
ド
イ
ツ
中
銀
の
対
Ｅ
Ｃ
Ｂ
債
権
は

そ
の
ま
ま
残
る
こ
と
に
な
る
。
Ａ
銀
行
か

ら
Ｘ
銀
行
か
ら
の
資
金
流
出
が
止
ま
ら
ず

そ
れ
に
合
わ
せ
て
ギ
リ
シ
ャ
中
銀
か
ら
の

資
金
供
給
が
拡
大
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の

中
央
銀
行
の
抱
え
る
債
権
・
債
務
も
ま
す

ま
す
大
き
く
な
る
。
こ
れ
が
、
前
回
拙
稿

で
述
べ
た
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
内
の
資
金
偏

在
、
不
均
衡
の
増
大
で
あ
る
。

（35）
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も
ち
ろ
ん
通
常
時
で
あ
れ
ば
、
各
国
中
央
銀
行
の
行
う
オ
ペ
の
合
計
金
額
に
対
し
て
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
政
策
理
事
会
が
オ
ペ
ご
と
に
上

限
額
を
決
定
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
不
均
衡
の
拡
大
に
は
一
定
の
歯
止
め
が
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ

ク
以
降
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
政
策
理
事
会
は
固
定
金
利
で
の
無
制
限
供
給
を
開
始
し
、
そ
れ
は
現
在
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
オ
ペ

対
象
金
融
機
関
は
、
適
格
担
保
を
差
し
入
れ
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
政
策
金
利
で
必
要
な
だ
け
の
資
金
を
調
達
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
政
策
理
事
会
は
、
危
機
の
拡
大
に
と
も
な
い
適
格
担
保
の
条
件
を
緩
和
し
、
さ
ら
に
は
危
機
国
の
国
債
に
つ
い
て
は
、
適

格
担
保
条
件
の
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
（
ギ
リ
シ
ャ
国
債
二
〇
一
〇
年
五
月
三
日
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
一
一
年
三
月

三
一
日
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
一
一
年
七
月
七
日
）。
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
加
盟
中
央
銀
行
間
の
不
均
衡
は
、
こ
う
し
た
危
機
対
応
策
の
長
期

化
が
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

４
　
Ｅ
Ｌ
Ａ
の
例

さ
ら
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
中
央
銀
行
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
政
策
理
事
会
が
決
定
し
た
オ
ペ
と
は
別
に
、
Ｅ
Ｌ
Ａ
（E

m
ergency

Liquidity

A
ssistance

）
と
し
て
、
独
自
の
資
金
供
給
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
政
策
理
事
会
に
報
告
さ
れ
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
責
任
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
中
央
銀
行
が
独
自
に
負
う
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
政
府
の
債
務
保
証
に
基
づ
い
て

実
施
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
各
国
中
央
銀
行
が
無
制
限
に
行
わ
れ
れ
ば
、
単
一
の
金
融
政
策
の
主
体
と
し
て
の
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
の
存

在
理
由
は
根
底
か
ら
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｅ
Ｌ
Ａ
の
供
給
は
、
例
外
的
な
状
況
下
に
お
い
て
一
時
的
に
の
み
行
わ

れ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
金
融
危
機
の
長
期
化
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｌ
Ａ
の
慢
性
化
が
生
じ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｅ
Ｌ
Ａ
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
当
局
に
よ
る
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
情
は
必
ず
し
も
明
ら
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か
で
は
な
い
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
Ｅ
Ｌ
Ａ
に
つ
い
て
は
前
回
拙
稿
で
紹
介
し
た
た
め
、
こ
こ
で
は
、
ベ
ル
ギ
ー
と
ド
イ
ツ
の
ケ
ー
ス

を
見
て
み
よ
う
（
２
）。

（
１
）
ベ
ル
ギ
ー
中
央
銀
行
の
Ｅ
Ｌ
Ａ

ベ
ル
ギ
ー
中
央
銀
行
は
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
直
後
の
二
〇
〇
八
年
九
月
末
か
ら
翌
月
の
上
旬
ま
で
、
Ｅ
Ｌ
Ａ
を
供
給
し
て
い

る
。
そ
れ
は
フ
ォ
ル
テ
ィ
ス
の
経
営
破
綻
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
で
展
開
し
て
い
た
大
手
多
国
籍
金
融
機
関
フ
ォ
ル
テ
ィ
ス
（F

ortis

）
は
、
二
〇
〇

七
年
、
Ｒ
Ｂ
Ｓ
（R

oyal
B

ank
of

Scotland

）、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
と
共
同
で
、
Ａ
Ｂ
Ｎ
ア
ム
ロ
を
買
収
す
る
が
、
そ
の
結
果
、
巨

額
の
債
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
が
発
生
、
市
場
環
境
は
激
変
し
負
債
比
率
の
高
い
フ
ォ

ル
テ
ィ
ス
は
市
場
か
ら
資
金
を
調
達
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
九
月
二
九
日
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン

ブ
ル
ク
三
ヶ
国
が
経
営
危
機
に
陥
っ
た
フ
ォ
ル
テ
ィ
ス
の
国
有
化
で
合
意
（
３
）、

同
時
に
、
ベ
ル
ギ
ー
中
央
銀
行
が
（
後
に
オ
ラ
ン
ダ
中

央
銀
行
も
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
現
地
法
人
に
対
し
て
Ｅ
Ｌ
Ａ
を
供
給
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
中
央
銀
行
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
そ
の
結
果
生
じ
た
流
動
性
不
足
の
た
め
、
当
行
は
、
九
月
二
九
日
よ
り
フ
ォ
ル
テ
ィ
ス
に
緊
急
支
援
を
提
供
せ
ざ
る
を
え
な
く

な
っ
た
。
そ
れ
は
、
ユ
ー
ロ
お
よ
び
ド
ル
を
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
、
罰
則
金
利
に
て
貸
し
付
け
る
形
で
行
わ
れ
、
担
保
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の

通
常
の
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
オ
ペ
に
適
格
で
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
緊
急
流
動
性
支
援
（
Ｅ
Ｌ
Ａ
）
は
、
一
〇
月
九
日
ま
で

実
施
さ
れ
、
一
〇
月
三
日
に
は
五
一
三
億
ユ
ー
ロ
の
ピ
ー
ク
に
達
し
た
（
４
）」

わ
ず
か
一
一
日
間
で
あ
る
が
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
政
策
理
事
会
の
適
格
担
保
条
件
を
満
た
さ
な
い
資
産
を
裏
付
け
に
資
金
供
給
し
た
こ
と
が

（37）



明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
金
額
は
、
ピ
ー
ク
時
に
五
〇
〇
億
ユ
ー
ロ
を
超
え
て
い
る
が
、
ベ
ル
ギ
ー
中
央
銀
行
の
資
産

規
模
が
〇
七
年
末
で
一
一
二
四
億
ユ
ー
ロ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
そ
の
大
き
さ
が
わ
か
る
。
ま
た
同
行
は
、
別
の
レ
ポ
ー
ト
で
、

Ｅ
Ｌ
Ａ
の
性
格
に
つ
い
て
、「
こ
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
金
融
調
節
と
い
う
よ
り
中
央
銀
行
の
最
後
の
貸
し
手
と
し
て
の
役
割
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｌ
Ａ
は
、
例
外
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
動
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
、
当
該
金
融
機
関
が
所
在
す
る
国
の
中
央
銀
行
の
責
任
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
政
策
理
事
会
の
承
認
の
下
で
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
（
５
）」

と
述
べ
て
い
る
。

（
２
）
ド
イ
ツ
中
央
銀
行
（
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
）
の
Ｅ
Ｌ
Ａ

ベ
ル
ギ
ー
中
央
銀
行
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
Ｅ
Ｌ
Ａ
の
提
供
を
明
確
に
認
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
は
、
以

下
に
述
べ
る
同
様
の
流
動
性
供
給
に
つ
い
て
（
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
）
そ
れ
を
Ｅ
Ｌ
Ａ
と
は
認
め
て
い
な
い
。

図
表
６
は
、
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
（
資
産
の
部
）
の
う
ち
、「
対
金
融
機
関
・
そ
の
他
債
権
」
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
二
〇
〇
七
年
夏
に
増
加
し
始
め
、
〇
八
年
秋
に
ピ
ー
ク
を
付
け
、
そ
の
後
、
急
減
し
常
態
に
戻
っ
て
い
る
。
サ
ブ

プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
の
悪
化
か
ら
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
至
る
金
融
機
関
の
流
動
性
不
足
に
対
す
る
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
か
ら
の

資
金
供
給
と
考
え
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
の
資
産
総
額
（

通
貨
供
給
総
額
）
に
占
め
る
比
率
は
大
き
く
な
い

が
、
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
政
策
理
事
会
の
決
定
に
基
づ
く
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
レ
ベ
ル
の
オ
ペ
と
は
異
な
り
、
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
独
自

の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
に
つ
い
て
の
同
行
の
説
明
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
同
行
の
〇
八
年
版
年
次
報
告
は
、

こ
の
「
対
金
融
機
関
・
そ
の
他
債
権
」
に
つ
い
て
、
他
の
年
と
ほ
ぼ
同
様
に
「
こ
の
項
目
に
は
、
金
融
機
関
に
保
有
す
る
、
中
央
銀

行
サ
ー
ビ
ス
と
関
連
し
た
未
収
金
か
ら
生
じ
た
定
期
預
金
が
含
ま
れ
る
」
と
述
べ
る
だ
け
で
（D

eutsche
B

undesbank,A
nnual

（38）



R
eport,p.142

）、
そ
れ
以
上
の
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
以
上
の
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
の
場
合
、
Ｅ
Ｌ
Ａ
は
、
そ
の
目
的
ど

お
り
、
例
外
的
か
つ
一
時
的
な
流
動
性
供
給
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
Ｅ
Ｌ
Ａ
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。

５
　
お
わ
り
に

各
国
に
お
け
る
Ｅ
Ｌ
Ａ
の
利
用
が
示
す
の
は
、
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て

は
、
最
後
の
貸
し
手
機
能
が
十
分
に
統
合
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ

る
。一

覧
払
い
の
預
金
を
債
務
と
し
長
期
の
貸
出
を
資
産
と
す
る
金
融
機
関
は
、

本
来
的
に
流
動
性
リ
ス
ク
に
対
し
て
脆
弱
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
中
央
銀
行
に

は
、
最
後
の
貸
し
手
と
し
て
、
市
場
か
ら
資
金
を
調
達
で
き
な
い
金
融
機
関
に

流
動
性
を
供
給
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
発
券
機
能
（
最
終
的

な
決
済
機
能
を
も
つ
資
産
の
供
給
能
力
）
を
も
つ
中
央
銀
行
に
は
そ
れ
が
可
能

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
①
流
動
性
不
足
と
資
本
不
足
を
区
別
す
る
こ
と
は
現
実
的

に
は
不
可
能
に
近
く
、
②
し
た
が
っ
て
金
融
シ
ス
テ
ム
（
金
融
機
関
）
の
救
済

（39）

図表６　ブンデスバンクの「対金融機関・その他債権」

（注）10億ユーロ。2007年１月から11年３月まで月次ベース。
（出所）Deutsche Bundesbank, Monthly Reportより作成。
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に
必
要
な
の
が
流
動
性
供
給
な
の
か
、
資
本
注
入
な
の
か
は
容
易
に
決
定
で
き
ず
、
③
前
者
を
担
当
す
る
中
央
銀
行
と
後
者
を
担
当

す
る
財
務
当
局
の
役
割
分
担
と
い
う
難
問
を
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
財
政
の
統
合
が
実
現
し
て
い
な
い
ユ
ー
ロ
圏
に

お
い
て
は
、
最
後
の
貸
し
手
機
能
を
一
元
化
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
現
在
の
欧
州
危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
最
後
の
貸
し
手
機
能
、
財
政
の
さ
ら
な
る
統
合
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ユ
ー
ロ
の
将
来
も
そ
こ
に
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（
１
）

図
表
１
は
〈
所
在
地
別
〉
で
、
た
と
え
ば
「
ド
イ
ツ
」
に
は
、
米
系
銀
行
の
ド
イ
ツ
支
店
の
ギ
リ
シ
ャ
向
け
債
権
債
務
を
含
み
、
ド
イ
ツ

系
銀
行
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
支
店
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
内
向
け
債
権
債
務
を
含
ま
な
い
の
に
対
し
て
、
図
表
２
は
〈
国
籍
別
〉
で
、
米
系
銀

行
の
ド
イ
ツ
支
店
の
ギ
リ
シ
ャ
向
け
債
権
債
務
は
含
ま
ず
、
ド
イ
ツ
系
銀
行
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
支
店
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
内
向
け
融
資
を

含
む
。

（
２
）

Ｅ
Ｌ
Ａ
に
つ
い
て
、
ま
た
、
以
下
で
述
べ
る
ベ
ル
ギ
ー
と
ド
イ
ツ
の
例
に
つ
い
て
は
、W

illem
B

uiter
et.al.,"E

LA
:A

n
E

m
peror

w
ithoutC

lothes?"G
lobalE

conom
ic

V
iew

(C
itigroup),January

21,2011

参
照
。

（
３
）

そ
の
後
、
ベ
ル
ギ
ー
政
府
に
よ
る
持
分
は
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
に
譲
渡
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
フ
ォ
ル
テ
ィ
ス
・
グ
ル
ー
プ
は
、
結
局
、
Ｂ
Ｎ
Ｐ

パ
リ
バ
、
Ａ
Ｂ
Ｎ
ア
ム
ロ
、
ア
ジ
ア
ス
の
三
つ
に
分
割
・
解
体
さ
れ
た
。

（
４
）

N
ationalB

ank
ofB

elgium
,R

eport2008
E

conom
ic

and
financialdevelopm

ents,p.178.

（
５
）

N
ationalB

ank
ofB

elgium
,R

eport2008
C

orporate
R

eport,pp.2-3.

（
い
ず
　
ひ
さ
し
・
客
員
研
究
員
）
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